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事事例例  ５５（（平平衡衡）） 

（（適適切切なな事事例例・・平平衡衡失失調調）） 

 
・ 平衡機能障害の所見は肢体不自由の場合などと重なる点があるので、原因 

となった疾患名は必ず記入すること。 

〔〔解解説説〕〕 

 本診断書では、疾患名がメニエール病であり、参考となる経過・現症からも平衡 

機能の器質的障害があると思われ、所見から５級も妥当である。 

〔〔都都のの基基準準〕〕  

平衡機能障害について 

   ア  「平衡機能の極めて著しい障害」（３級）とは、四肢体幹に器質的異常が

なく、他覚的に平衡機能障害を認め、閉眼にて起立不能、又は開眼で直

線を歩行中 10ｍ以内に転倒若しくは著しくよろめいて歩行を中断せざる

を得ないものをいう。       

イ 「平衡機能の著しい障害」（５級）とは、閉眼で直線を歩行中 10ｍ以内に

転倒又は著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいう。 

ウ 平衡機能障害の具体的な例は次のとおりである。 

     ａ 末梢迷路性平衡失調 

     ｂ 後迷路性及び小脳性平衡失調 

     ｃ 外傷又は薬物による平衡失調 

     ｄ 中枢性平衡失調 
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第4号様式(第3条関係) 

 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害の状況及び所見 

 1 聴覚障害の状況及び所見 

  (1) 聴力(会話音域の平均聴力レ

ベル) 

 (4) 聴力検査の結果(ア又はイのいずれか

を記入する｡) 

 

  

 ア 純音による検査 

 

 

      500   1000  2000   Hz 

  

右         dB 

  

左         dB 

  (2) 障害の種類 
 

        

  

  

伝 音 難 聴 

 

        
0
        

10

感 音 難 聴 
        

20
        

30

混 合 難 聴 
        

40
        

50
  (3) 鼓膜の状況 

    (右)     (左)  

   
  (5)  身体障害者手帳（聴覚障害）の

     所持状況  

   

有  ・  無  

(注) ２級と診断する場合、記載すること。

        
60

        
70

        
80

        
90

        
100

        
110

  dB 

 

  イ 語音による検査（語音明瞭度） 

 

    右     ％ （   ｄＢ）

    左     ％ （   ｄＢ）

 2 平衡機能障害の状況及び所見 

  (1) 平衡失調の状況 

 

   ア 末梢性 

   イ 中枢性 

   ウ その他(               ) 

 

 

  (2) 所見 

 

   ア 閉眼起立   (可・不可) 

   イ 開眼直線歩行10m(可・不可) 

   ウ 閉眼直線歩行10m(可・不可) 
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事例 ６（平衡） 

（不適切な事例・肢体不自由との重複認定） 

 

・同一疾患の場合、平衡機能障害と肢体不自由（下肢・体幹）との重複認定は行  

 わないこととしている。 

・肢体不自由の原因疾患などを除いても、なおかつ平衡機能に関する器質的障 

害がある場合は、詳細にその内容（原因疾患、現症）を記載すること。 

〔解説〕 

 「その他参考となる合併症状」から、右半身麻痺で肢体不自由２級の手帳が交 

付されていることがわかるため、脳梗塞による平衡機能障害の認定は行わない 

こととする。 

〔都の基準〕 

平衡機能障害と肢体不自由（下肢・体幹）との重複認定について 

 障害の原因が同一疾患の場合、重複認定は行わないこととする。具体的な例

は次のとおりである。 

 当初に「脊髄小脳変性症による平衡機能障害５級」を認定されていた者が、障

害程度が重度化したため「脊髄小脳変性症による体幹機能障害３級」として障害

程度の更新申請があった場合、いずれも脊髄小脳変性症による運動失調である

ことから、「体幹機能障害３級」を認定して「平衡機能障害５級」は障害名から削

除することとする。 
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事例 ６（平衡） 

（不適切な事例・肢体不自由との重複認定） 

 

・同一疾患の場合、平衡機能障害と肢体不自由（下肢・体幹）との重複認定は行  

 わないこととしている。 

・肢体不自由の原因疾患などを除いても、なおかつ平衡機能に関する器質的障 

害がある場合は、詳細にその内容（原因疾患、現症）を記載すること。 

〔解説〕 

 「その他参考となる合併症状」から、右半身麻痺で肢体不自由２級の手帳が交 

付されていることがわかるため、脳梗塞による平衡機能障害の認定は行わない 

こととする。 

〔都の基準〕 

平衡機能障害と肢体不自由（下肢・体幹）との重複認定について 

 障害の原因が同一疾患の場合、重複認定は行わないこととする。具体的な例

は次のとおりである。 

 当初に「脊髄小脳変性症による平衡機能障害５級」を認定されていた者が、障

害程度が重度化したため「脊髄小脳変性症による体幹機能障害３級」として障害

程度の更新申請があった場合、いずれも脊髄小脳変性症による運動失調である

ことから、「体幹機能障害３級」を認定して「平衡機能障害５級」は障害名から削

除することとする。 
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第4号様式(第3条関係) 

 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害の状況及び所見 

 1 聴覚障害の状況及び所見 

  (1) 聴力(会話音域の平均聴力レ

ベル) 

 (4) 聴力検査の結果(ア又はイのいずれか

を記入する｡) 

 

  

 ア 純音による検査 

 

 

      500   1000  2000   Hz 

  

右        dB 

  

左        dB 

  (2) 障害の種類 
 

        

  

  

伝 音 難 聴 

 

        
0
        

10

感 音 難 聴 
        

20
        

30

混 合 難 聴 
        

40
        

50
  (3) 鼓膜の状況 

(右)     (左)  

    
  (5)  身体障害者手帳（聴覚障害）の

     所持状況    

有  ・  無  

 

(注) ２級と診断する場合、記載すること。

        
60

        
70

        
80

        
90

        
100

        
110

  dB 

 

  イ 語音による検査（語音明瞭度） 

 

    右     ％ （   ｄＢ）

    左     ％ （   ｄＢ）

 2 平衡機能障害の状況及び所見 

  (1) 平衡失調の状況 

 

   ア 末梢性 

   イ 中枢性 

   ウ その他(         ) 

 

 

  (2) 所見 

 

   ア 閉眼起立   (可・不可) 

   イ 開眼直線歩行10m(可・不可) 

   ウ 閉眼直線歩行10m(可・不可) 
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